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東京都では、東京都内産の原材料を使用している加工食品または東京に伝わる伝統的手法などを使っ

て作られた食品について、都が定める基準に適合するものを「東京都地域特産品認証食品」として認証し、

認証の証しに「認証マーク」を表示することでＰＲを行っています。 

この度、東京都を訪れる国内外の観光客などを含め、幅広く消費者の方々にアピールできるデザインに

変更するため、一般公募を行いました。 

２００を超える応募の中から、選考の結果、新しいマークを決定しましたので、お知らせします。 

今後は、幅広く消費者の方々に認証食品の魅力をアピールできるよう、各種イベントや商談会などを通じ

たＰＲに取り組み、新しい認証マークの浸透を図っていきます。 

 

 

従来の認証マーク 新しい認証マーク 

＜認証マークをご利用される皆様へ＞ 

認証食品に新しい認証マークを刷り込み印刷にて認証食品に表示する場合は、東京都へマーク利用許諾

申請の手続きが必要となります。申請の方法の詳細については、下記ホームページでご案内いたします。 

 

https://www.e-mark-iishina.metro.tokyo.lg.jp/ 
TOKYOイイシナHP 

＜新しい認証マークについて＞ 

※ イイシナ HP に掲載中の認証マークに関する内容は順次変更する予定です。 


